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五
四

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

　

２　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
意
義

お
わ
り
に

は　

じ　

め　

に

　

本
稿
の
目
的
は
、
近
年
そ
の
家
族
論
が
注
目
さ
れ
て
い
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
（M

artha A
lbertson F

inem
an

）
の
議
論
を
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
展
開
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
は
、
法
の
世
界
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
諸
問
題
を
取
り
組
む
学
問
領
域
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
新
た
に
登
場
し
た）

1
（

。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
家
た
ち
は
、
法
学
の
領
域
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
諸
問
題
を
取
り
組
む

に
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
理
論
的
問
題
に
直
面
し
た
が
、
そ
の
一
つ
が
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る）

2
（

。﹁
差
異
か
平
等
か
﹂

の
ジ
レ
ン
マ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
を
目
指
す
た
め
に
、
男
女
間
の
差
異
を
無
視
し
て
男
女
を
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
（﹁
平
等
﹂

派
）、
あ
る
い
は
差
異
に
注
目
し
て
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る
べ
き
か
（﹁
差
異
﹂
派
）、
と
い
う
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
議
論
が
陥
る
ジ
レ

ン
マ
状
況
を
指
し
て
い
る
。﹁
差
異
﹂
派
の
主
張
は
、
女
性
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
を
温
存
し
、
差
別
を
永
続
化
さ
せ
る
危
険
性
を
含
む
。

他
方
の
、﹁
平
等
﹂
派
の
主
張
は
、
男
女
を
同
じ
よ
う
に
扱
う
﹁
男
な
み
の
平
等
﹂
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、﹁
男
な
み
の
平
等
﹂
を
追
求
し

て
い
く
と
、﹁
差
別
も
ろ
と
も
区
別
を
撤
廃
す
る
﹂
と
い
う
徹
底
し
た
主
張
に
行
き
着
く
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
い
ず
れ
の
立
場
を
取

る
べ
き
か
に
つ
い
て
論
じ
る
と
同
時
に
、
い
ず
れ
か
の
み
の
立
場
に
依
拠
し
て
差
別
や
抑
圧
か
ら
の
解
放
を
目
指
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

い
う
、
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
Ｍ
・
ミ
ノ
ウ
（M

artha M
inow

）
お
よ
び
Ｄ
・

一
〇
三
〇
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コ
ー
ネ
ル
（D

rucilla C
ornell

）
の
理
論
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
し
て
き
た）

3
（

。
な
ぜ
な
ら
、
ミ
ノ
ウ
お
よ
び
コ
ー
ネ
ル
は
と
も
に
、

従
来
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
展
開
を
ふ
ま
え
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
に
起
因
す
る
理
論
的
停
滞
を
打
破
し
よ
う
と
試
み
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ミ
ノ
ウ
は
、
関
係
的
権
利
論
を
提
唱
し
、
差
別
や
抑
圧
を
受
け
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
権
利
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
め
ぐ
る
関

係
性
が
裁
判
の
場
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
差
別
や
抑
圧
に
関
す
る
問
題
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す）

4
（

。
た
だ
し
ミ

ノ
ウ
は
、
自
ら
の
理
論
が
依
拠
す
る
平
等
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。
他
方
の
コ
ー
ネ
ル
は
、
独
自
の
平
等
論
を
展
開

し
て
い
る
。
コ
ー
ネ
ル
の
平
等
論
は
、﹁
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
な
領
域
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、﹁
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
な
領
域
﹂
の
平
等
な
保
障
を

主
張
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
コ
ー
ネ
ル
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
現
代
正
義
論
に
お
い
て
分
配
を
受
け
る
主
体
に
注
目
し
、
分
配
を
受
け
る
主

体
の
人
格
を
所
与
の
も
の
と
は
捉
え
ず
、﹁
人
格
に
な
る
﹂
段
階
に
目
を
向
け
る
。
人
々
は
、
人
格
に
な
る
段
階
に
お
い
て
﹁
自
分
は
誰
で

あ
り
、
何
に
な
ろ
う
と
す
る
の
か
﹂
を
再
想
像
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
再
想
像
の
た
め
の
心
的
空
間
を
、
コ
ー
ネ
ル
は
﹁
イ
マ
ジ

ナ
リ
ー
な
領
域
﹂
と
呼
ぶ
。
コ
ー
ネ
ル
の
﹁
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
な
領
域
﹂
概
念
を
用
い
た
平
等
論
は
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
の
位

置
を
ず
ら
そ
う
と
す
る
企
て
と
し
て
理
解
で
き
る）

5
（

。

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
も
ま
た
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
家
の
一
人
と
し
て
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
に
取
り
組
ん

で
き
た
。
彼
女
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
エ
モ
リ
ー
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
教
授
を
務
め
て
お
り
、
家
族
法
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
、
平

等
論
お
よ
び
性
と
生
殖
を
め
ぐ
る
諸
問
題
な
ど
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
彼
女
の
家
族
論
が
社
会
学
お
よ
び
政
治
学
の
領

域
で
注
目
さ
れ
、
彼
女
の
著
作
の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
家
族
論
が
わ
が
国
で
注
目
さ
れ
て
い
る
理
由

の
一
つ
は
、
彼
女
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
家
族
法
改
革
案
が
、
現
在
の
家
族
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
処
方
箋
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う）

6
（

。

一
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三
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わ
が
国
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
る
彼
女
の
家
族
論
は
、
先
述
の
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
す
る
彼
女
の
立
場
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
男
性
と
女
性
を
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
﹁
平
等
﹂
派
に
立
つ
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
を
徹
底
的
に
批
判

し
て
き
た
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
批
判
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
成
果
と
し
て
の
法
改
革
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
女
性
た
ち
に
平
等
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
女
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
認
識
に
基
づ
い

て
、
と
り
わ
け
家
族
内
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
﹁
幻
想
﹂
に
終
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
平
等
概
念
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
論
じ
て
き
た
。

彼
女
の
家
族
論
は
、
平
等
論
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
第
一
章
で
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
家
族
論
の
内
容
を
確
認
し
、
次
に
第
二
章
で
は
平
等
論
を
概
観
す
る
。
第

三
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
展
開
の
な
か
で
、
彼
女
の
家
族
論
お
よ
び
平
等
論
が
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
と
り
わ
け
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
と
フ
ァ
イ

ン
マ
ン
の
議
論
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
を
ふ
ま
え
て
彼
女
の
議
論
の
意
義
に
つ
い
て
考

察
を
試
み
る
。一　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
家
族
論

１　

従
来
の
家
族
モ
デ
ル
に
対
す
る
批
判

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
著
作
に
お
い
て
一
貫
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
は
、
家
族
お
よ
び
ケ
ア
の
問
題
で
あ
る
。﹃
平
等
の
幻
想
（T

h
e 

Illu
sion

 of E
qu

a
lity

）﹄（
一
九
九
一
年
）
）
7
（

で
は
、
当
時
の
家
族
法
制
度
改
革
の
問
題
点
（
離
婚
時
の
財
産
分
与
や
共
同
監
護
権
を
め
ぐ

る
問
題
点
）に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
た
。﹃
中
性
化
さ
れ
た
母
親（T

h
e N

eu
tered

 M
oth

er

）﹄（
一
九
九
五
年
）
）
8
（

お
よ
び﹃
自
律
神
話（T

h
e 

一
〇
三
二
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9
（

で
は
、
従
来
の
家
族
モ
デ
ル
を
批
判
し
、
新
し
い
家
族
モ
デ
ル
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著

作
の
根
底
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
を
掲
げ
る
家
族
法
改
革
や
家
族
政
策
が
、
結
果
的
に
は
女
性
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
へ
の
危
機
感
が
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
彼
女
の
主
た
る
関
心
は
、
実
際
に
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
残
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
の
是
正

に
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
の
彼
女
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
不
平
等
を
是
正
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
主
体
を

想
定
す
べ
き
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
平
等
に
か
ん
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

本
章
で
は
ま
ず
、
彼
女
の
家
族
論
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
彼
女
の
家
族
論
の
概
要
は
、
法
的
婚
姻
を
廃
止
し
、
家
族
関
係
の
中
核
を
性
的

関
係
か
ら
ケ
ア
関
係
に
変
更
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

平
等
主
義
的
家
族　
　

現
在
の
法
制
度
が
採
用
し
て
い
る
家
族
モ
デ
ル
は
、
性
的
関
係
を
中
核
と
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
家
族

モ
デ
ル
を
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、﹁
性
的
家
族
（sexual fam

ily

）﹂
あ
る
い
は
﹁
平
等
主
義
的
家
族
（egalitarian fam

ily

）﹂
と
呼
ん
で

い
る
。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
性
的
家
族
は
、
社
会
に
必
要
不
可
欠
な
再
生
産
の
プ
ロ
セ
ス
を
担
う
伝
統
的
な
場
所
と
さ
れ
て
お
り
、
子
ど

も
を
産
み
育
て
る
任
務
を
担
っ
て
き
た
（A

M
, p. 101. 

邦
訳
、
九
二
頁
）。
性
的
関
係
を
中
核
と
す
る
家
族
は
、
依
存
（dependency

）

の
責
任
を
引
き
受
け
る
単
位
と
さ
れ
、
育
児
や
介
護
な
ど
の
依
存
に
か
か
わ
る
仕
事
を
引
き
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
依
存
は
、
家
庭
内
の

責
任
と
し
て
私
事
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
性
的
関
係
を
中
核
と
し
た
家
族
は
、
依
存
に
か
か
わ
る
仕
事
を
引
き
受
け
る
と
同

時
に
、
再
分
配
を
受
け
る
単
位
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
（A

M
, p. 105. 

邦
訳
、
九
六
頁
）。

　

家
庭
内
の
責
任
と
し
て
私
事
化
さ
れ
た
依
存
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
名
の
下
に
、
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
パ
ー
ト
ナ
ー
の
間
で
、
分
担
し

て
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
制
度
の
前
提
と
さ
れ
る
家
族
モ
デ
ル
は
、
性
的
家
族
で
あ
る

と
同
時
に
、
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
た
る
夫
婦
を
中
核
に
構
成
さ
れ
る
﹁
平
等
主
義
的
家
族
﹂
モ
デ
ル
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
平
等
主
義
的

一
〇
三
三
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家
族
モ
デ
ル
の
も
と
で
は
、
婚
姻
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
夫
と
妻
が
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
み
な
さ
れ
、
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
平

等
に
親
業
が
分
担
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
は
実
際
の
と
こ
ろ
失

敗
し
て
い
る
（N

M
, p. 75. 

邦
訳
、
八
九
頁
）。
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
婚
姻
関
係
は
、
他
の
家
族
関
係
と
は
差
別
化
さ
れ
、

特
定
の
社
会
的
機
能
（
主
と
し
て
ケ
ア
）
を
果
た
す
能
力
が
あ
る
と
期
待
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
婚
姻
関
係
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
親

密
な
家
族
の
絆
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
（A

M
, p. 108. 

邦
訳
、
九
九
頁
）。

　

例
え
ば
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
平
等
主
義
的
な
核
家
族
に
お
い
て
は
、
両
親
が
揃
っ
て
い
て
も
、
共
働
き
家
庭
が
増
加
す
る
た
め
、

家
庭
内
で
ケ
ア
の
担
い
手
を
調
達
で
き
な
い
可
能
性
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
母
親
は
、
家
庭
の
外
で
の
仕
事
に
時
間
を

費
や
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
ケ
ア
の
担
い
手
に
な
れ
ず
、﹁
国
家
に
対
し
て
物
乞
い
を
す
る
﹂
こ
と
に
な
る
。
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
の

下
で
は
、
ケ
ア
が
平
等
に
分
担
さ
れ
る
状
態
が
想
定
さ
れ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
統
計
数
値
を
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
分
担
は
生
じ
て
い

な
い
（N

M
, p. 165. 

邦
訳
、
一
八
五－
一
八
六
頁
）。
家
族
内
の
歴
史
的
な
役
割
分
業
を
変
更
す
る
道
の
り
は
険
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
た

る
稼
ぎ
手
で
あ
る
﹁
父
親
﹂
が
ケ
ア
に
加
わ
る
よ
う
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
ケ
ア
の
担
い
手
で
あ
る
﹁
母
親
﹂
が
家
庭
外
で
働
く
こ
と
を
期

待
す
る
の
と
同
じ
く
ら
い
複
雑
な
問
題
を
生
む
の
で
あ
る
（A

M
, p. 200. 

邦
訳
、
一
九
四
頁
）。

　

母
親
の
中
性
化　
　

さ
ら
に
、﹃
中
性
化
さ
れ
た
母
親
﹄
で
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、﹁
母
親
の
中
性
化
（neuter

）﹂
の
問

題
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。﹁
母
親
﹂
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
名
詞
で
あ
る
。
母
親
が
﹁
親
﹂
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
は
、﹁
母
親
﹂
と
い
う

名
詞
が
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
（de-gendered

）
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
脱
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
は
、﹁
中
性
化
﹂
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

﹁
母
親
﹂
は
﹁
親
﹂
と
し
て
中
性
化
さ
れ
、
さ
ら
に
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
意
す
る
﹁
妻
﹂
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
。﹁
母
親
﹂
を
﹁
妻
﹂

へ
と
変
換
す
る
﹁
母
親
の
中
性
化
﹂
は
、﹁
母
親
業
（m

othering

）﹂
独
自
の
際
立
っ
た
側
面
を
消
し
去
る
こ
と
を
意
味
し
、﹁
社
会
が
子

ど
も
、
お
よ
び
子
育
て
と
ケ
ア
に
意
義
を
見
出
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
表
れ
﹂
で
あ
り
、
親
密
性
の
絆
が
限
定
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
を

一
〇
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生
む
（N

M
, pp. 68-70. 

邦
訳
、
八
四－

八
八
頁
）。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
い
て
も
ま
た
、
女

性
は
﹁
母
﹂
よ
り
も
﹁
妻
﹂
と
し
て
定
義
さ
れ
て
き
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理

論
は
、
母
親
の
地
位
に
十
分
な
関
心
を
払
わ
ず
、
父
親
と
母
親
の
間
に
差
異
は

な
い
と
申
し
立
て
て
き
た
た
め
、
結
果
と
し
て
母
性
（m

otherhood

）
は
、

女
性
に
対
す
る
差
別
の
根
拠
で
あ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
（N

M
, pp. 

26-28. 

邦
訳
、四
七－

四
九
頁
）。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
、

女
性
た
ち
を
個
人
と
し
て
解
放
し
、
彼
女
た
ち
の
自
律
を
さ
ま
た
げ
な
い
よ
う

に
し
よ
う
と
い
う
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
意
見
が
家
族
法
改
革
に
反

映
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
﹁
親
業
の
分
担
﹂
が
理
想
と
な
っ
た
の
で
あ
る

（N
M

, p. 75. 

邦
訳
、
九
二－

九
三
頁
）。

２　

新
し
い
家
族
モ
デ
ル
の
提
示

　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
従
来
の
家
族
モ
デ
ル
を
性

的
家
族
お
よ
び
平
等
主
義
的
家
族
と
呼
び
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
従
来
の
家
族
モ
デ
ル
に
代
え
て
、
家
族
の
機
能
に
着
目
し
た
家

族
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
婚
姻
の
本
質
や
意
味
は
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
い
る

た
め
、
性
的
関
係
を
家
族
の
中
核
に
据
え
る
よ
り
も
、
家
族
の
果
た
す
べ
き
機

家 族

国 家

自
発
的
結
社

宗
教

CT
｜
D

社　会

慈善事業（Philanthropy）

I

I

I

I（H）
I（W）

I= 個人、CT＝ケアの担い手、D＝依存的存在、H＝夫、W＝妻
成人 I（H）と I（W）の関係には家族制度が介在しない。

破線は家族プライバシーの境界を示す（AM,�pp.62,68.�邦訳、55、60頁）。

【図１】
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能
す
な
わ
ち
ケ
ア
の
機
能
に
着
目
し
、
ケ
ア
関
係
を
家
族
の
中
核
に
据
え
る
べ
き
で
あ
る
と
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

彼
女
の
構
想
は
図
１
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

彼
女
の
構
想
の
最
大
の
特
色
は
、
ケ
ア
の
担
い
手
（C

T

）
と
依
存
的
存
在
（D

）
で
構
成
さ
れ
る
関
係
の
み
が
家
族
関
係
と
み
な
さ
れ

る
と
い
う
点
に
あ
る
。
夫
（I

（H

））
お
よ
び
妻
（I

（W

））
は
、
家
族
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
家

族
が
果
た
す
最
も
重
要
な
機
能
の
一
つ
が
ケ
ア
で
あ
り
、
ケ
ア
関
係
を
中
核
と
し
て
家
族
を
組
み
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
（A

M
, p. 67. 

邦
訳
、
六
〇－

六
一
頁
）。

　

ケ
ア
関
係
を
中
核
と
す
る
家
族
モ
デ
ル　
　
﹃
中
性
化
さ
れ
た
母
親
﹄
で
は
、
ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る
関
係
は
、﹁
母
／
子
関
係
（M

other/

C
hild pairing

）﹂
あ
る
い
は
﹁
母
／
子
対
（M

other/C
hild dyad

）﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
性
的
関
係
を

中
核
と
し
た
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
の
も
と
で
は
、母
親
業
や
ケ
ア
関
係
が
否
定
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

母
／
子
関
係
あ
る
い
は
母
／
子
対
に
お
け
る
﹁
母
﹂
は
、
実
際
の
母
親
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た

め
、
母
／
子
関
係
に
は
父
親
も
包
含
さ
れ
う
る
。
母
／
子
関
係
が
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
る
理
由
は
、
母
／
子
関
係
は
﹁
肯
定
的
な

意
味
で
ケ
ア
関
係
を
象
徴
す
る
か
ら
﹂
で
あ
り
、子
育
て
に
つ
い
て
の
﹁
否
定
的
で
抑
圧
的
な
固
定
観
念
に
対
抗
﹂
す
る
た
め
で
あ
る
（N

M
, 

pp. 9, 199. 

邦
訳
、
二
四
、
二
一
七
頁
）。

　

ま
た
、﹁
子
ど
も
﹂
お
よ
び
﹁
依
存
的
存
在
﹂
は
、
必
然
的
な
（inevitable

）
依
存
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
（
病
人
、
高
齢
者
、
障
害
者
な
ど
）

を
含
み
、
身
体
的
ケ
ア
の
必
要
を
体
現
し
た
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
必
然
的
な
依
存
と
は
区
別
さ
れ
る
依
存
状
態
と
し
て
、
二

次
的
な
（derivative

）
依
存
が
あ
る
。
二
次
的
な
依
存
は
、
ケ
ア
す
る
人
々
が
、
ケ
ア
の
手
段
を
提
供
す
る
社
会
構
造
に
依
存
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
と
い
う
状
態
を
指
し
て
い
る
（N

M
, p. 162. 

邦
訳
、
一
八
一
頁
）。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
関
係
を
中
核
に
据
え
た
新
し
い
家
族
モ
デ
ル
は
、
私
事
化
さ
れ
て
き
た
依
存
の
再
分
配
を
可
能
に
す
る
。

一
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な
ぜ
な
ら
、
ケ
ア
関
係
の
単
位
に
対
し
て
社
会
支
援
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
お
よ
び
市
場
は
、
ケ
ア
す
る
人
々
の
二
次
的
依
存
を

含
め
た
依
存
の
コ
ス
ト
の
か
な
り
の
部
分
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
時
に
ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る
関
係
に
対
す
る
国
家
の
介

入
を
避
け
る
た
め
に
、ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る
関
係
の
単
位
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（A

M
, pp. 300-302. 

邦
訳
、

二
九
二－
二
九
四
頁
））
₁₀
（

。

　

法
的
婚
姻
制
度
の
廃
止　
　

こ
こ
ま
で
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
提
示
す
る
新
た
な
家
族
モ
デ
ル
は
、
ケ
ア
関
係
を
中

核
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
家
族
モ
デ
ル
の
中
核
は
性
的
関
係
を
前
提
と
す
る
婚
姻
関
係
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
ケ
ア
関
係
を
家
族
の

中
核
に
据
え
る
た
め
に
、
法
的
婚
姻
制
度
の
廃
止
を
主
張
す
る
。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
的
婚
姻
制
度
の
廃
止
は
、
夫
婦
関
係
を
規
定
あ
る
い
は
管
理
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
性
的
関
係
に
あ
る
男
女
の
相
互
行
為
は
、
他
の
社
会
関
係
と
同
じ
規
則
（
契
約
法
、
財
産
法
、
不
法
行
為
法
、
刑
法
な
ど
）
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
長
期
に
わ
た
る
性
的
関
係
を
法
的
に
規
制
す
る
た
め
に
契
約
法
や
財
産
法
な
ど
の
規
定
を
用
い
よ
う
と
す
れ
ば
、

新
た
な
法
理
の
形
成
な
ど
が
必
要
と
な
り
、
既
存
の
法
に
よ
る
対
処
が
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
予
測
し
て
い
る
。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
契
約
法
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
契
約
法
の
基
礎―

例
と
し
て
﹁﹃
独
立
当
事
者
間
の
﹄
取
引
や
﹃
自

律
的
な
﹄
個
人
の
、﹃
自
発
的
な
同
意
﹄
と
い
っ
た
考
え
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る―

を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
る
（N

M
, p. 230. 

邦
訳
、

二
五
二
頁
）。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
変
更
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
契
約
法
が
さ
ら
に
﹁
現
実
﹂
を
反
映
さ
せ
、
交
渉
関
係
に
お
け
る
力

の
差
に
対
応
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
は
、
契
約
法
の
前
進
を
意
味
す
る
。
婚
姻
関
係
を
契
約
化
し
た
と
し
て
も
、
契
約
を
結
ぶ
当
事
者
の
間

に
何
ら
か
の
﹁
力
の
差
﹂
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
﹁
力
の
差
﹂
が
も
た
ら
す
不
公
正
な
結
果
を
防
ぐ
規
定
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
彼
女

に
よ
れ
ば
、﹁
力
の
差
﹂
が
も
た
ら
す
不
公
正
を
防
ぐ
規
定
は
、
あ
ら
ゆ
る
契
約
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（N

M
, p. 230. 

邦
訳
、

二
五
二
頁
）。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
モ
デ
ル
と
関
連
し
て
く
る
た
め
、
後
述
す
る
。
ま
た
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
あ
く

一
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ま
で
も
婚
姻
を
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
外
す
こ
と
を
目
論
ん
で
お
り
、
人
々
が
結
婚
の
﹁
儀
式
﹂
を
と
り
行
う
こ
と
は
自
由
と
す
る
（N

M
, 

pp. 229-230. 

邦
訳
、
二
五
〇－

二
五
二
頁
）。

　

法
的
婚
姻
制
度
を
廃
止
す
る
利
点
と
し
て
は
、
ま
ず
、
国
家
が
保
護
し
支
援
す
る
家
族
の
親
密
モ
デ
ル
が
存
在
し
な
く
な
る
点
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
成
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
性
的
関
係
は
許
容
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
同
性
愛
関
係
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
を
無
効
に
す
る

た
め
に
、
同
性
愛
関
係
お
よ
び
性
愛
関
係
以
外
の
関
係
を
婚
姻
に
類
す
る
関
係
と
し
て
法
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
婚
姻
を
廃
止
す
る
方
が
良
い
と
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
（N

M
, pp. 229-230. 

邦
訳
、

二
五
一－

二
五
二
頁
）。

　

以
上
、
本
章
で
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
家
族
論
を
概
観
し
た
。
彼
女
は
、
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
に
基
づ
く
家
族
制
度
の
も
と
で
、
ケ

ア
の
負
担
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
平
等
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
、
問
題
と
考
え
る
。
ゆ
え
に
、
ケ
ア
の
負
担
を
家
族
内
で
﹁
平
等
﹂
に
、

つ
ま
り
等
し
く
分
け
合
う
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
ケ
ア
負
担
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
と
し
て
の
﹁
差
異
﹂
を
前
提
と
し
た
制
度
を

構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
平
等
主
義
的
な
家
族
制
度
へ
の
批
判
は
、
彼
女
の
平
等
論
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
次
章
で
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
平
等
論
の
内
容
お
よ
び
変
遷
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

二　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
平
等
論

１　

形
式
的
平
等
に
対
す
る
批
判

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
平
等
概
念
に
対
す
る
態
度
は
、
徐
々
に
変
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
一
九
九
一
年
の
著
作
で
は
、﹁
平

等
の
放
棄
（abdication of equality

）﹂
を
説
き
、
平
等
概
念
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
﹁
さ
ら
に

一
〇
三
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平
等
主
義
的
な
社
会
（m

ore egalitarian society

）﹂
の
実
現
を
目
指
し
て
、
平
等
に
か
ん
す
る
実
質
的
な
見
解
（m

ore substantive 

vision of equality

）
を
模
索
し
て
お
り
、
平
等
概
念
を
積
極
的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　
﹁
平
等
の
放
棄
﹂
の
主
張
は
、
前
章
で
確
認
し
た
家
族
論
と
特
に
関
連
し
て
い
る
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
家
族
論
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
を

掲
げ
る
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
の
失
敗
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
に
お
け
る
﹁
平
等
﹂
の
失
敗
が
、﹁
平

等
の
放
棄
﹂
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
の
も
と
で
は
、
性
的
関
係
に
あ
る
婚
姻
し
た
パ
ー

ト
ナ
ー
が
家
族
の
中
核
と
み
な
さ
れ
、
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
間
で
ケ
ア
労
働
が
平
等
に
分
担
さ
れ
る
状
態
が
、
理
想
と
さ
れ
る
。
フ
ァ
イ

ン
マ
ン
は
、
家
族
法
改
革
の
失
敗
を
根
拠
に
、
そ
の
よ
う
な
平
等
主
義
的
家
族
モ
デ
ル
が
実
際
の
と
こ
ろ
は
実
現
さ
れ
え
な
い
、
と
結
論
づ

け
る
。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
家
族
法
改
革
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
を
掲
げ
た
平
等
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現

実
に
は
女
性
た
ち
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
、
不
平
等
を
生
み
出
し
て
き
た
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
言
及
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
家
族
法
改
革

は
、
主
と
し
て
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
実
施
さ
れ
た
離
婚
法
改
革
を
指
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
離
婚
法
改
革
に
つ
い
て
は
、
本
稿

の
第
三
章
第
１
節
に
お
い
て
後
述
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
家
族
法
改
革
に
対
す
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
批
判
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
焦
点
を
合
わ
せ
る
家
族
法
改
革
の
問
題
は
、
離
婚
時
の
財
産
分
与
お
よ
び
子
ど
も
の
監
護
権
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
離
婚
時
の
財
産
分
与
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
等
の
理
念
に
訴
え
か
け
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
困
難
を
生
み
出
す
、
と

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
強
調
す
る
（IE

, chs. 2, 3

）。
当
時
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
離
婚
時
の
財
産
分
与
に
あ
た
り
、
均
等
な
財
産
分
割
が

女
性
た
ち
に
よ
り
良
い
経
済
的
地
位
を
与
え
る
結
果
を
導
く
と
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
婚
姻
が
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
念
に
基
づ
く
改
革
は
、
実

際
に
は
、
女
性
と
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
を
過
小
評
価
あ
る
い
は
無
視
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
実
に
は
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
、
婚
姻
中
も
離

一
〇
三
九
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婚
後
も
、
家
事
と
育
児
に
か
か
わ
る
負
担
を
、
パ
ー
ト
ナ
ー
よ
り
も
多
く
引
き
受
け
て
い
た
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
そ
う
し
た
事
実
が
無
視

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
批
判
し
、
離
婚
後
の
妻
と
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
分
与
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
（IE

, 

pp. 27-29, 178

）。

　

ま
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
名
の
も
と
に
、
離
婚
前
の
ケ
ア
役
割
と
は
無
関
係
に
、
両
親
に
対
し
て
﹁
共
同
監
護
権
（joint custody

）﹂

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
否
定
的
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
﹁
父
親
の
権
利
（father’s 

rights

）﹂
運
動
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
監
護
者
の
決
定
に
あ
た
り
採
用
さ
れ
た
﹁
母
親
優
先
の
原
則
（tender-years doctrine

）﹂
が
批

判
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
共
同
監
護
を
認
め
る
法
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
へ
の
盲
目
的
崇
拝
（fetish

）
は
、
何
が

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
か
に
つ
い
て
、
な
ら
び
に
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
保
護
が
必
要
か
に
つ
い
て
も
密

接
に
関
わ
っ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
監
護
権
者
の
決
定
結
果
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
偏
り
が
見
出
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
に
反
す
る
と
し
て
、

非
難
が
向
け
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（IE

, p. 91

）。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
離
婚
時
の
均
等
な
財
産
分
与
や
共
同
監
護
を
導
入
し
た
家
族
法
改
革
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
平
等
を
、﹁
形
式
的
平

等
（form

al equality

）﹂
あ
る
い
は
﹁
ル
ー
ル
の
平
等
（rule equality

）﹂
と
呼
び
、﹁
結
果
の
平
等
（result equality

）﹂
と
区
別
し
て

い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
法
実
践
に
お
い
て
は
、
形
式
的
平
等
の
保
障
は
、
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
を
意
味
し
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
、
結
果
の
平
等
を
志
向
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
男
性
と
女
性
を
同
じ
レ
ベ
ル
の
状
態
に
す
る
た
め
に
、
両
者
の
間
で
異
な
る
取

り
扱
い
を
要
請
す
る
（IE

, pp. 3, 21

）。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
男
女
の
同
じ
取
り
扱
い
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
解
放
を
達

成
し
て
き
た
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
離
婚
時
の
財
産
分
与
に
あ
た
っ
て
は
、
同
じ
取
り
扱
い
で
は
な
く
、
結
果
の
平
等
が
目
指
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
言
う
結
果
の
平
等
が
要
請
す
る
も
の
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
離
婚
後
の
妻
お
よ
び
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
を
考

一
〇
四
〇
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慮
し
た
財
産
分
与
で
あ
り
、
単
純
に
離
婚
時
の
財
産
を
折
半
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（IE

, p. 177

）。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
離
婚
時
の
財
産
分
与
に
つ
い
て
﹁
形
式
的
平
等
﹂
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
て
、﹁
結
果
の
平
等
﹂
を
要
請
す

る
の
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、﹁
平
等
の
放
棄
﹂
を
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
平
等
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
も
、

簡
単
に
用
い
ら
れ
、
利
用
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
﹁
平
等
﹂
派
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
平
等
を
掲
げ
て
男
性
と
女
性
の

﹁
同
じ
取
り
扱
い
﹂
を
求
め
た
。
し
か
し
他
方
で
彼
／
彼
女
た
ち
は
、
そ
う
し
た
平
等
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
実
際
に
は
女
性
た
ち
に
不
利
益

を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
制
度
の
﹁
犠
牲
者
（victim

）﹂
と
し
て
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
掲
げ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（IE

, p. 190

）。

　
﹁
平
等
の
放
棄
﹂
を
説
く
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、﹁
平
等
﹂
や
﹁
正
義
﹂
と
い
っ
た
抽
象
的
な
規
範
に
関
連
し
た
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
で
は

な
く
、中
規
模
程
度
の
理
論
（m

iddle-range theory

）
の
展
開
を
試
み
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
（IE

, p. 8

）。
彼
女
に
よ
れ
ば
、

中
規
模
程
度
の
理
論
は
、
女
性
た
ち
の
生
（lives

）
を
と
り
ま
く
状
況
と
、
法
の
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
と
の
間
を
仲
介
す
る
（m

ediate

）

も
の
で
あ
る
（IE

, p. 8

）。

　

さ
ら
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
平
等
概
念
に
対
す
る
自
ら
の
考
え
方
の
変
遷
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
〇
年

代
は
平
等
の
各
形
態
の
区
別
を
目
指
し
た
が
、﹁
し
か
し
私
は
間
も
な
く
、
平
等
は
法
の
基
本
と
捉
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
軽
々
し
く
扱
え

な
い
生
き
た
解
釈
の
歴
史
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
理
解
す
る
こ
と
も
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

改
革
に
す
ぐ
に
使
え
る
よ
う
な
操
作
も
容
易
に
は
で
き
な
い
用
語
な
の
で
あ
る
﹂
と
説
明
し
て
い
る
（N

M
, p.60, note 22. 

邦
訳
、
原
注

一
一
頁
、
注
（
22
））。
平
等
概
念
は
、
男
女
が
比
較
的
対
等
な
立
場
に
あ
る
場
合
に
は
有
用
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
者
の
立
場
が
あ
ま
り
に

も
不
平
等
な
場
合
に
は
、
役
に
立
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
女
は
﹁
ポ
ス
ト
平
等
主
義
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
（postegalitarian 

fem
inists

）﹂
を
自
認
す
る
（N

M
, p. 41, 

邦
訳
、
六
一
頁
）。

一
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﹁
ポ
ス
ト
平
等
主
義
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
﹂
は
、
平
等
の
理
念
を
掲
げ
な
い
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
平
等
は
、
あ
く
ま
で
も

同
じ
取
り
扱
い
を
意
味
す
る
形
式
的
平
等
を
指
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
近
年
の
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
形
式
的
平
等
の
限
界
の

指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、﹁
さ
ら
に
平
等
主
義
的
な
社
会
﹂
の
実
現
を
目
指
し
て
、
平
等
に
か
ん
す
る
実
質
的
な
見
解
を
模
索
し
て
い
る
。
次

節
で
は
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

２　
﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
﹃
自
律
神
話
﹄
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
、
従
来
の
自
律
概
念
が
人
々
の
依
存
状
態
を
包
摂
し
え
な
い
こ
と
を
批
判
し
て

き
た
。
近
年
の
論
文
で
は
、﹁
脆
弱
性
（
傷
つ
き
や
す
さvulnerabilitiy

）﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
依
存
に
関

す
る
議
論
を
補
完
し
た
い
、
と
述
べ
て
い
る）
₁₁
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
伝
統
の
な
か
で
主
張
さ
れ
て
き
た
自
律
的
で
独
立
し
た
主
体
に
取
っ
て

替
わ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
脆
弱
性
﹂
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
必
然
的
に
と
も
な
う
状
態
で
あ
り
、
普
遍
的
か
つ
継

続
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る）
₁₂
（

。

　

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
々
が
、
人
生
の
一
定
期
間
（
子
ど
も
の
こ
ろ
、
あ
る
い
は
年
老
い

て
）
は
必
然
的
依
存
状
態
あ
る
い
は
二
次
的
な
依
存
状
態
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
依
存
状
態
に
置
か
れ
た
人
々
は
当
然
な
が
ら
﹁
脆
弱
さ
﹂

を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
、
脆
弱
性
は
人
々
に
と
っ
て
、
子
ど
も
や
高
齢
者
の
依
存
や
、
そ
の
ケ
ア
に
よ
る
二
次
的
依
存
の
よ
う
に
、
一
時

的
な
も
の
で
は
な
い
。
脆
弱
性
は
、
人
々
の
身
体
性
（em

bodim
ent

）
か
ら
生
じ
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
偶
然
で
あ
る
か
意
図

さ
れ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
そ
の
身
体
性
ゆ
え
に
、
様
々
な
危
害
や
不
運
な
出
来
事
に
見
舞
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
身
体
を

と
も
な
っ
た
人
間
と
し
て
の
人
々
は
、
様
々
な
力
（
病
気
、
伝
染
病
、
耐
性
ウ
ィ
ル
ス
、
他
の
生
物
学
的
な
災
難
の
結
果
と
し
て
の
依
存
の

一
〇
四
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可
能
性
、
あ
る
い
は
物
理
的
な
環
境
に
お
け
る
様
々
な
力
）
に
対
し
て
脆
弱
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
様
々
な
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
事

柄
が
、
究
極
的
に
は
人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
は
じ
め
て
、
脆
弱
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
）
₁₃
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
脆
弱
性
が
依
存
よ
り
も
さ
ら
に
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、
脆
弱
性
に
注
目
す
る
こ
と
の
利
点
と
し

て
、
脆
弱
性
ア
プ
ロ
ー
チ
が
既
存
の
差
別
へ
の
取
り
組
み
の
抱
え
る
限
界
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お

け
る
二
〇
世
紀
の
差
別
へ
の
取
り
組
み
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人
種
、
宗
教
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
用
い
て
、
憲
法
上
の
平
等
保
護
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
人
々
の
不
平
等
な
状
況
を
是
正
す
る

た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
射
程
が
狭
す
ぎ
る
。
例
え
ば
、
貧
富
の
差
が
も
た
ら
す
不
平
等

は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
関
連
し
な
い
た
め
、
平
等
保
護
条
項
の
も
と
で
是
正
さ
れ
る
べ
き
不
平
等
と
は
み
な
さ

れ
な
い
。
脆
弱
性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
な
ど
の
限
定
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
た
差
別
へ
の
取
り
組
み
に
変
更
を
せ

ま
る
﹁
ポ
ス
ト
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（post-identity

）﹂
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）
₁₄
（

。
さ
ら
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
超
え
て
、

普
遍
的
な
人
間
が
備
え
る
﹁
脆
弱
性
﹂
の
概
念
に
基
づ
い
て
、
よ
り
包
括
的
な
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
平
等
を
﹁
幻
想
﹂
で
は
な
く

し
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
も
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
述
べ
て
い
る）
₁₅
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
平
等
の
保
障
は
不
十
分
で
あ
り
、
平
等
の
保
障
は
ほ
と
ん
ど
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
条
件
お
よ
び
社
会
的
な
諸
制
度
は
、
不
可
避
で
普
遍
的
な
脆
弱
性
か
ら
作
り
出
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
平
等
保
障
の
あ

り
方
は
、
そ
の
よ
う
な
脆
弱
性
に
由
来
す
る
不
平
等
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
₁₆
（

。

　

平
等
を
﹁
幻
想
﹂
で
は
な
く
す
た
め
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
。
社
会
的
諸
制
度
が
、
不
平
等
の
維
持
や
拡

大
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
さ
ら
に
積
極
的
な
国
家
（m

ore active state

）
す
な
わ
ち
、
不
平
等
の
現
実
に
応
答
す
る

一
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国
家
が
要
請
さ
れ
る）
₁₇
（

。
脆
弱
性
ア
プ
ロ
ー
チ
の
究
極
的
な
目
的
は
、
脆
弱
性
に
対
し
て
国
家
は
さ
ら
に
応
答
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た

脆
弱
性
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る）
₁₈
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
脆
弱
性
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
新
し
い
平
等
の
捉
え
方
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
差
し
迫
っ
た
問
題

は
、
ど
の
よ
う
な
国
家
を
構
想
す
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
国
家
と
制
度
あ
る
い
は
個
人
と
の
適
切
な
関
係
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る）
₁₉
（

。
様
々
な
諸
制
度
が
作
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
脆
弱
性
を
軽
減
、
改
善
あ
る
い
は
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
、

形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
制
度
は
、Ｐ
・
カ
ー
ビ
ー
（P

eadar K
irby

）
）
₂₀
（

が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
資
産
（assets

）﹂―

利
益
（advantages

）、

対
処
機
構
（coping m

echanism
s

）
あ
る
い
は
資
源―

を
提
供
し
、
そ
れ
ら
の
資
産
は
わ
れ
わ
れ
が
直
面
す
る
不
運
、
災
難
あ
る
い
は

暴
力
の
緩
衝
材
と
な
る
。
資
産
は
、
脆
弱
性
に
直
面
し
た
際
の
﹁
回
復
力
（resilience

）﹂
を
諸
個
人
に
与
え
る
の
で
あ
る）
₂₁
（

。
国
家
は
、
法

を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
脆
弱
性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
家
が
制
度
に
対
し
て
有
す
る
責
任
を
強
調

す
る）
₂₂
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
脆
弱
性
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
実
質
的
な
平
等
が
達
成
さ
れ
う
る
枠
組
み
と
し
て
、
国
際
人
権
法
を
例
に
挙
げ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
国
際
人
権
宣
言
、
国
際
人
権
規
約
Ａ
規
約
、
Ｂ
規
約
、
米
州
人
権
条
約
な
ど
で
あ
り
、
彼
女
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
こ
れ

ら
の
国
際
的
な
規
範
を
実
質
的
に
は
受
け
い
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
偏
狭
な
態
度
と
し
て
批
判
し
て
い
る）
₂₃
（

。

　

以
上
、
本
章
で
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
平
等
論
の
内
容
を
確
認
し
た
。
彼
女
は
、
依
存
的
存
在
を
抱
え
る
家
族
の
領
域
で
は
、
平
等
は
﹁
幻

想
﹂
に
過
ぎ
ず
、
平
等
の
内
容
が
、
同
じ
取
り
扱
い
を
意
味
す
る
形
式
的
平
等
と
み
な
さ
れ
る
限
り
、
平
等
は
﹁
放
棄
﹂
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、﹁
脆
弱
性
﹂
の
概
念
に
注
目
し
、
脆
弱
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
、
家
族
論
で
指
摘
し
た
依
存
お
よ
び

ケ
ア
の
問
題
を
包
含
さ
せ
る
。
そ
し
て
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
実
質
的
平
等
論
を
模
索
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
女
の
﹁
脆
弱

な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論
は
、
国
家
と
制
度
の
結
び
つ
き
を
前
提
に
、
国
家
の
責
任
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
〇
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三　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け
と
意
義

１　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
位
置
づ
け

　

本
章
で
は
、
前
章
ま
で
に
お
い
て
確
認
し
た
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
家
族
論
お
よ
び
平
等
論
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
い
か
な
る
文
脈
の

な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
彼
女
の
議
論
の
意
義
を
検
討
し
た
い
。
特
に
、
彼
女
の
家
族
論
お
よ

び
平
等
論
が
、
本
稿
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
展
開
を
整
理
す
る
た
め
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
発
展
の
段
階
を
三
段
階
に
分
け
る
議
論
に
従
う
こ
と
に

す
る）
₂₄
（

。
簡
単
に
述
べ
て
お
く
と
、
第
一
段
階
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
め
の
﹁
等
し
い
取
り
扱
い
理
論
（E

qual 

T
reatm

ent T
heory

）﹂
が
主
流
を
占
め
て
い
た
段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、

女
性
に
対
す
る
特
別
な
取
り
扱
い
が
批
判
さ
れ
、﹁
平
等
﹂
派
の
主
張
が
目
立
っ
た
。

　

第
二
段
階
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
め
ま
で
の
時
期
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
段
階
で

は
、
男
女
を
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
だ
け
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
女
性
に
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
て
、
男
女
の
異
な
る
取
り
扱
い
が

主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
と
い
う
問
題
が
論
争
の
的
と
な
り
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
を
め
ぐ
っ
て
ジ
レ
ン
マ
状
況
が

生
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

第
三
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
理
論
を
指
し
、
こ
の
段
階
で
は
、
第
一
、
第
二
段
階
の
議
論
の
枠
組
み

そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
、
多
様
な
議
論
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
段
階
に
区
切
る
見
方
は
、
一
定
の
時
期
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の

一
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四
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す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
像
を
把
握
し
に
く
い
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
展
開
を
整
理
す
る
た
め
に
、
あ
る
程
度
は

役
に
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
一
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
と
離
婚
法
改
革　
　

第
一
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
い
て
は
、
女
性
と
男
性
の
等
し
い
権

利
や
雇
用
に
お
け
る
機
会
均
等
が
求
め
ら
れ
た
。
従
来
は
、
女
性
に
対
し
て
特
別
な
保
護
が
与
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
特
に

雇
用
や
経
済
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
女
性
が
男
性
と
同
等
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た）
₂₅
（

。
女
性
を
男
性
と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ

っ
て
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
は
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
主
流
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
は
、﹁
等
し
い
取
り
扱
い
理
論
﹂

と
呼
ば
れ
、
同
じ
状
況
に
あ
る
男
性
と
女
性
を
異
な
る
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
簡
潔
な
原
則
を
唱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

﹁
等
し
い
取
り
扱
い
理
論
﹂を
掲
げ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
は
、リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
あ
る
い
は
同
質
派
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム（sam

eness 

fem
inism

）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る）
₂₆
（

。

　

第
一
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
が
獲
得
し
た
成
果
の
一
つ
は
、
離
婚
法
改
革
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
離
婚
法
は
、
一
九
七
〇
年
に
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
、
有
責
主
義
か
ら
無
責
主
義
（no-fault divorce

）
に
変
更
さ
れ
て
以
降
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
は
、
す

べ
て
の
州
に
お
い
て
無
責
主
義
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
無
責
主
義
の
導
入
な
ど
の
離
婚
法
改
革
の
立
法
過
程
に
は
、
当
時
の
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
た
ち
も
か
か
わ
っ
て
お
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
な
離
婚
法
の
成
立
が
目
指
さ
れ
た）
₂₇
（

。

　

改
革
以
前
の
一
九
六
〇
年
代
の
離
婚
法
の
特
徴
は
、婚
姻
の
保
護
が
目
的
と
さ
れ
、離
婚
の
条
件
に
不
貞
（adultery

）
や
虐
待
（cruelty

）

が
含
ま
れ
、
離
婚
に
際
し
て
は
無
責
配
偶
者
の
同
意
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
点
な
ど
で
あ
る
。
有
責
配
偶
者
か
ら
離
婚
後
扶
養
（alim

ony

）

が
相
手
方
へ
と
支
払
わ
れ
、
財
産
の
分
割
に
お
い
て
も
、
有
責
配
偶
者
は
不
利
に
扱
わ
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
改
革
さ
れ
た
無
責
主
義
離
婚
法
は
、
婚
姻
の
事
実
上
の
破
綻
を
離
婚
の
条
件
と
し
て
お
り
、
片
方
の
意
思
の
み
で
離
婚

が
可
能
で
あ
り
、
相
手
方
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
（
単
意
主
義
）。
さ
ら
に
離
婚
後
は
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
、
子
ど
も
を
監
護
す

一
〇
四
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る
権
限
を
有
し
て
い
る
（eligible

）
と
同
時
に
、
子
ど
も
を
扶
養
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
財
産
は
、
有
責
か
無
責
か
に
関
わ
り
な
く
、

等
し
く
分
割
さ
れ
、
離
婚
後
扶
養
は
必
要
に
応
じ
て
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
₂₈
（

。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
伴
う
無
責
主
義
離
婚
法
は
、
旧
法
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
想
定
を
廃
止
し
て
、
男
性
と
女
性
の
等
し
い
取
り
扱
い
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
家
庭
の

外
で
働
く
女
性
が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
離
婚
後
の
女
性
た
ち
は
自
立
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
改
革
が
達
成
さ
れ

れ
ば
、
中
流
階
級
以
上
の
女
性
た
ち
は
、
離
婚
に
よ
っ
て
夫
か
ら
独
立
し
、
自
立
し
た
人
生
が
送
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
期
待
が
持
た
れ

た
の
で
あ
る）
₂₉
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
離
婚
法
改
革
が
必
ず
し
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
。

社
会
学
者
の
Ｌ
・
Ｊ
・
ワ
イ
ツ
マ
ン
（L

enore J. W
eizm

an

）
は
、
そ
の
著
書
﹃
離
婚
革
命
（T

h
e D

ivorce R
evolu

tion

）﹄（
一
九
八

五
年
）
）
₃₀
（

に
お
い
て
、
離
婚
後
の
女
性
と
男
性
の
経
済
状
況
に
大
き
な
格
差
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ワ
イ
ツ
マ
ン
が
本
書
に
お
い
て
示

し
た
数
値
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
そ
の
数
値
は
す
な
わ
ち
、
元
妻
は
、
離
婚
後
の
最
初
の
一
年
目
に
、

七
三
％
の
生
活
水
準
の
低
下
を
経
験
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
元
夫
の
生
活
水
準
は
、
四
二
％
の
上
昇
を
経
験
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ワ
イ
ツ
マ
ン
が
示
し
た
統
計
上
の
数
字
に
は
、
以
後
疑
問
が
提
示
さ
れ
、
二
七
％
の
下
落
と
一
〇
％
の
上
昇
と
い
っ
た
数
値
な
ど
が
示
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
男
女
間
の
格
差
が
著
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₃₁
（

。

　

以
上
の
離
婚
法
改
革
の
失
敗
は
、
男
女
を
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
を
主
張
す
る
第
一
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
限
界
の
一
例
と
な
っ

た
。
そ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
学
は
次
の
段
階
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。

　

第
二
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
と
「
ポ
ス
ト
平
等
主
義
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
」　　

第
二
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
特
徴
は
、

性
別
間
の
生
物
学
上
の
差
異
に
基
づ
く
﹁
特
別
な
権
利
﹂
を
女
性
に
保
障
せ
よ
、
と
い
う
﹁
差
異
﹂
派
の
主
張
が
現
れ
た
こ
と
に
あ
る）
₃₂
（

。
と

り
わ
け
、
妊
娠
・
出
産
を
め
ぐ
っ
て
、
女
性
と
男
性
を
異
な
る
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
、
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
論
争

一
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フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
争
は
、
本
稿
﹁
は
じ
め
に
﹂
に
お
い
て
述
べ
た
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
を
め
ぐ
る
論
争
の
一
類
型
で
あ

り
、
同
質
性
／
差
異
論
争
（sam

eness-difference debate

）
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

離
婚
法
改
革
を
批
判
し
た
ワ
イ
ツ
マ
ン
の
議
論
は
、
同
質
性
／
差
異
論
争
に
お
け
る
同
質
性
を
強
調
す
る
立
場
の
限
界
を
指
摘
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ワ
イ
ツ
マ
ン
の
議
論
に
影
響
を
受
け
た
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
も
ま
た
、﹃
平
等
の
幻
想
﹄
お
よ
び
﹃
中
性
化
さ
れ
た
母
親
﹄

に
お
い
て
は
特
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム―

先
述
の
﹁
等
し
い
取
り
扱
い
理
論
﹂
あ
る
い
は
同
質
派
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
指
す―

に
対
す
る
い
ら
だ
ち
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）
₃₃
（

。

　

ま
た
、﹃
中
性
化
さ
れ
た
母
親
﹄
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
、
本
書
の
監
訳
者
で
あ
る
上
野
千
鶴
子
は
、﹁
理
想
主
義
の

み
か
け
を
と
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
﹂
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
評
す
る
。
上
野
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
法
改
革
案
の
趣
旨
は
、
現
実
の

家
族
の
変
化
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
た
う
え
で
、
現
実
と
規
範
の
関
係
に
つ
い
て
、
現
実
を
規
範
に
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
規

範
を
現
実
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る）
₃₄
（

。
実
際
に
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、﹃
平
等
の
幻
想
﹄
に
お
い
て
、
女
性
た
ち
の
生
（life

）
の
現

実
（reality

）
を
平
等
主
義
的
家
族
法
改
革
は
反
映
で
き
て
い
な
い
と
述
べ
る
な
ど
、
女
性
た
ち
が
こ
う
む
る
、
現
実
の
不
正
義
を
繰
り
返

し
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、﹃
中
性
化
さ
れ
た
母
親
﹄
に
お
い
て
も
、﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
は
女
性
の
不
平
等
な
立
場
を
現
時
点
で
の

与
件
と
し
て
認
め
、分
析
の
際
の
要
素
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
き
ち
ん
と
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
す
る
﹂（N

M
, p. 13. 

邦
訳
、

二
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

同
質
性
／
差
異
論
争
に
お
い
て
、﹁
平
等
﹂
派
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
平
等
主
義
的
な
家
族
法
改
革
な
ど
の
制
度
改
革
に
与
し
た
。

し
か
し
、
離
婚
法
改
革
の
失
敗
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
制
度
改
革
は
、
実
際
に
は
女
性
た
ち
の
立
場
を
改
善
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。﹁
平
等
﹂
を
理
想
と
し
て
掲
げ
て
も
、
現
実
は
改
善
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、﹁
平
等
の
放
棄
﹂
を
唱
え
﹁
ポ
ス

ト
平
等
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
﹂
の
理
論
の
提
示
を
試
み
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

一
〇
四
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フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
分
析
の
要
素
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
女
が
﹁
差
異
﹂
を
根
拠
に
女
性
た
ち
を

保
護
し
よ
う
と
す
る
単
純
な
﹁
差
異
﹂
派
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
の
無
責
主
義
離
婚

法
へ
の
批
判
は
、
有
責
主
義
へ
の
回
帰
や
、
女
性
を
保
護
す
る
と
い
う
発
想
に
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
従
来
の
家
族
モ
デ
ル
そ

の
も
の
の
限
界
を
指
摘
し
、
新
た
な
家
族
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
と
い
う
、
次
に
紹
介
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
第
三
段
階
の
議
論
に
含

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
質
性
／
差
異
論
争
で
争
わ
れ
た
議
論
は
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
の
一
類
型
と
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
の
対
話
あ
る
い
は
対
決
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た）
₃₅
（

。
し
か
し
、
同
質
性
／
差
異
論
争
は
、
既
存
の

リ
ベ
ラ
ル
・
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
の
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
議
論
と
同
調
し
て
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
理
論
家
か
ら
も
、
そ
の
枠
組
み
に
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
こ
で
第
三
の
段
階
で
は
、
女
性
が
男
性
と
同
じ
で
あ
る
か
異
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
問
い
に
専
念
す
る
の
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
の
影
響
の
下
で
の
不
均
衡
な
権
力
お
よ
び
知
識
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、Ｃ
・
マ
ッ
キ
ノ
ン（C

atharine 

M
acK

innon

）
の
理
論
に
顕
著
な
傾
向
で
あ
る）
₃₆
（

。

　

第
三
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
と
「
脆
弱
な
主
体
」　　

第
三
段
階
に
お
い
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
家
た
ち
は
、
男
性
と
女
性

と
の
同
質
性
／
差
異
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
分
析
の
た
め
の
出
発
点
に
男
性
の
視
点
を
維
持
し
続
け
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
段
階
以
降
で
は
、
女
性
の
中
で
の
多
様
性
お
よ
び
抵
抗
の
政
治
の
多
様
性
が
探
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

第
三
段
階
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
接
合
さ
れ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思

想
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
と
も
呼
ば
れ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理

論
に
お
い
て
、
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
問
題
の
一
つ
は
、
本
質
主
義
（essentialism

）
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
本
質
主

一
〇
四
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フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

義
は
、
す
べ
て
の
女
性
た
ち
が
、
男
性
と
は
異
な
る
、
女
性
た
ち
に
共
通
の
﹁
本
質
（essence

）﹂
あ
る
い
は
﹁
本
質
的
な
﹂
特
質
を
有
し

て
い
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
性
た
ち
の
間
に
差
異
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
女
性
た
ち
が
共
有
し
て
い
る
特
質
よ

り
も
重
要
な
も
の
で
は
な
い
、
と
想
定
す
る）
₃₇
（

。
従
来
の
西
欧
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
は
、
本
質
主
義
に
陥
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か―

す

な
わ
ち
、
人
種
、
階
級
、
宗
教
、
民
族
あ
る
い
は
文
化
的
差
異
を
無
視
し
て
、
す
べ
て
の
女
性
た
ち
が
共
通
に
有
す
る
﹁
女
性
で
あ
る
こ
と
﹂

の
本
質
を
規
定
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か―

と
い
う
問
題
意
識
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
質
主
義
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
例
え
ば
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
家
の
Ｐ
・
ケ
イ
ン
（P

atricia C
ain

）
は
、

単
一
の
﹁
女
性
﹂
の
定
義
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
見
解
を
支
持
し
、﹁
女
性
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
の
会
話
こ
そ
が
重

要
で
あ
り
、
平
等
な
ど
に
か
ん
す
る
よ
う
な
実
質
的
な
理
論
を
い
っ
た
ん
横
に
置
い
て
、
会
話
を
継
続
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す

る
）
₃₈
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
本
質
主
義
を
警
戒
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
め
る
と
同
時
に
、
本
質
主
義
に
対
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
過
敏
さ

に
対
し
て
、
そ
れ
が
﹁
一
種
の
超
個
人
主
義
を
招
き
、
非
常
に
保
守
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
と
い
う
危
険
性
﹂
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
（N

M
, p. 43. 

邦
訳
、
六
二
頁
）。
ゆ
え
に
、
彼
女
は
、
先
述
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
考
慮
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
、
積
極

的
差
別
是
正
措
置
な
ど
を
支
持
し
て
き
た
。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
女
性
た
ち
は
、
そ
の
生
活
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
女
性
と
し
て
同
一
化
で
き
る
視

点
を
有
し
て
い
る
。
女
性
た
ち
の
生
活
は
、
物
質
的
、
心
理
的
、
身
体
的
、
社
会
的
あ
る
い
は
文
化
的
経
験
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
経
験
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
受
け
止
め
方
を
す
る
に
せ
よ
、
彼
女
た
ち
の
生
活
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー

化
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、生
物
学
的
な
﹁
差
異
﹂
で
は
な
く
、男
女
の
間
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
生
活
の
違
い
と
し
て
の
﹁
差

異
﹂
を
根
拠
に
、積
極
的
差
別
是
正
措
置
な
ど
を
と
も
な
う
制
度
の
確
立
を
求
め
る
の
で
あ
る
（N

M
, pp. 48-49. 

邦
訳
、七
〇－

七
一
頁
）。
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さ
ら
に
、
近
年
の
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論
は
、
本
質
主
義
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
で

き
る
。
既
述
の
よ
う
に
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
掲
げ
る
こ
と
の
意
義
の
一
つ
は
、
既
存
の
反
差
別
の
取
り
組
み―

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
な

ど
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
依
拠
し
た
取
り
組
み―

の
限
界
を
超
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
な
企
て
は
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
な
ど
の
﹁
差
異
﹂
に
依
拠
し
た
﹁
異
な
る
取
り
扱
い
﹂
に
よ
っ
て
差
別
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
依
存
状
態
を
含
め
た
各
人
の
個
別
の
﹁
脆
弱
性
﹂
に
対
し
て
等
し
く
国
家
が
応
答
す
る
、
と
い
う
内
容
の
﹁
平
等
﹂
の
保
障
を
訴
え
る

も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
差
異
は
、
脆
弱
性
と
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
り
、
脆
弱
性
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
は
、
脆
弱
性
ゆ
え
の
不
利
益
の

埋
め
合
わ
せ
が
求
め
ら
れ
る
。
人
々
は
多
様
な
脆
弱
性
を
抱
え
う
る
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
脆
弱
性
の
具
体
的
な
現
れ
方

は
、
時
間
や
場
所
に
よ
っ
て
も
変
化
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
平
等
の
保
障
の
あ
り
方
は
、
人
々
の
間
の
本
質
的
な
﹁
差
異
﹂
で
は
な
く
、
多
様

な
﹁
脆
弱
さ
﹂
へ
の
応
答
と
い
う
形
が
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
節
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
展
開
に
お
け
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ

こ
で
、彼
女
の
議
論
と
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
と
の
関
連
に
つ
い
て
、確
認
し
て
お
き
た
い
。
彼
女
は
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
﹁
平

等
﹂
派
を
批
判
し
、形
式
的
平
等
を
意
味
す
る
﹁
平
等
﹂
で
は
な
く
、現
実
の
女
性
た
ち
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
﹁
差
異
﹂（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
）

に
応
じ
た
家
族
法
改
革
を
唱
え
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論
に
お
い
て
、﹁
差
異
﹂
に
起
因
す

る
不
平
等
の
是
正
で
は
な
く
、﹁
脆
弱
性
﹂
に
起
因
す
る
不
平
等
の
是
正
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
陥
る
こ
と
を
避
け
、

現
実
の
差
別
や
不
平
等
を
是
正
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

２　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
意
義

　

本
節
で
は
、
こ
こ
ま
で
で
確
認
お
よ
び
検
討
し
た
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討

一
〇
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を
加
え
る
。
ま
ず
、
彼
女
の
家
族
論
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
批
判
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
彼
女
が
主
張
す
る
婚
姻
の
契
約
化
の
含
意
を
、

﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
の
平
等
論
と
結
び
付
け
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
と
い
う
問
題
に
対
す
る
取
り
組

み
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　

本
稿
の
第
一
章
で
紹
介
し
た
彼
女
の
家
族
論
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
主
に
、
婚
姻
関
係
を
め

ぐ
る
議
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
Ｄ
・
コ
ー
ネ
ル
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
主
張
の
な
か
で
、
ケ
ア
関
係
を
家
族
の
核
と
み
な
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
在
認
め
ら
れ
て
い
る
関
係
以
外
の
関
係
も
家
族
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
家
族
の
多
元
化
が
進
む
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、

異
論
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
モ
デ
ル
で
は
、
な
お
も
生
物
学
的
家
族
が
特
権
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
を

向
け
て
い
る）
₃₉
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、﹁
母
／
子
対
﹂
と
い
う
表
現
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
て
、
父
親
も
家
族
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
た
け
れ
ば
、
ケ
ア

の
担
い
手
に
な
れ
ば
よ
い
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
コ
ー
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
父
親
は
、

従
来
の
生
物
学
的
母
親
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
ど
れ
ほ
ど
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
、
家
族
の
メ
ン
バ
ー
に
な
れ

る
か
ど
う
か
を
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
族
の
メ
ン
バ
ー
に
な
れ
る
か
ど
う
か
に
際
し
て
、
生
物
学
的
家
族
（
特
に
生
物
学
的
母
親
）

が
特
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ー
ネ
ル
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
法
的
婚
姻
制
度
の
廃
止
論
に
対
し
て
も
懐
疑
的
で
あ

り
、
婚
姻
が
存
在
す
る
限
り
、
異
性
愛
者
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
に
婚
姻
は
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る）
₄₀
（

。

　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
法
的
婚
姻
制
度
の
廃
止
論
に
対
し
て
は
、
コ
ー
ネ
ル
に
よ
る
も
の
以
外
に
も
、
批
判
的
な
見
解
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
見
解
は
主
と
し
て
、
婚
姻
関
係
の
法
的
お
よ
び
公
的
承
認
を
退
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
は
、
親
密
性
に
つ
い
て
再
定
義
す
る
こ
と
な
く
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
へ
の
援
助
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る

か
ら
、
婚
姻
関
係
を
廃
止
せ
ず
と
も
、
社
会
保
障
の
あ
り
方
を
ケ
ア
関
係
中
心
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
が

一
〇
五
二
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あ
る）
₄₁
（

。
ま
た
、
同
様
の
見
解
と
し
て
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
主
張
の
多
く
に
賛
成
で
き
る
も
の
の
、
し
か
し
国
家
は
、
両
親
の
い
る
家
庭
が
子

ど
も
に
と
っ
て
利
点
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
、
多
く
の
カ
ッ
プ
ル
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
制
度
を
適
切
に
支
援
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た

も
の
も
あ
る）
₄₂
（

。
さ
ら
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
と
同
じ
よ
う
に
ケ
ア
関
係
を
重
視
す
る
、
Ｅ
・
Ｖ
・
キ
テ
イ
（E

va F
eder K

ittay

）
は
、
家
族

の
中
核
は
ケ
ア
関
係
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
性
的
関
係
も
ケ
ア
関
係
の
基
盤
に
な
り
う
る
と
述
べ
て
い
る
。
キ
テ
イ
に
よ
れ
ば
、
長
期
間
に
わ

た
る
性
的
関
係
を
維
持
し
て
い
る
人
々
は
、
情
緒
的
な
結
び
つ
き
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
り
や
す
く
、
情
緒
的
結
び
つ
き
は
ケ
ア
関
係
に
は

必
要
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
彼
女
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
法
的
婚
姻
制
度
が
使
い
や
す
い
も
の
と
な
る
こ
と
に
期
待
し
て
い
る）
₄₃
（

。

　

法
的
婚
姻
制
度
を
廃
止
し
て
婚
姻
を
契
約
化
す
る
と
い
う
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
主
張
に
対
す
る
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
、
筆
者
も
概
ね

同
意
す
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
、
い
か
な
る
契
約
も
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
は
主
張
し
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
、
注
意
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
わ
が
国
に
お
け
る
﹁
家
族
関
係
の
契
約
化
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照
し
て
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
含
意
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
婚
姻
関
係
の
契
約
化
を
主
張
す
る
わ
が
国
の
代
表
的
な
論
者
に
は
、
野
崎
綾
子）
₄₄
（

と
安
念
潤
司）
₄₅
（

が
い
る
。

　

野
崎
の
主
張
は
、
家
族
関
係
を
契
約
関
係
と
み
な
す
が
、
そ
れ
ら
の
契
約
は
、
正
義
に
よ
る
制
約
が
課
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼

女
の
契
約
化
の
構
想
は
、
正
義
の
制
約
つ
き
の
契
約
を
想
定
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
構
想
の
実
現
は
、
現
行
の
家
族
法
に
比
し
て
、

自
由
を
縮
減
す
る
方
向
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る）
₄₆
（

。
野
崎
綾
子
の
立
場
が
﹁
正
義
に
よ
る
制
約
つ
き
の
立
場
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し

て
、
安
念
潤
司
の
立
場
は
、﹁
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
の
立
場
﹂
と
呼
ば
れ
る）
₄₇
（

。
安
念
は
、
ほ
と
ん
ど
制
約
の
な
い
契
約
に
よ
っ
て
家
族
関
係
を

各
人
が
自
由
に
形
成
し
う
る
と
し
て
お
り
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
な
関
係
を
内
包
し
た
婚
姻
契
約
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
の
合
意
が

あ
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

　

さ
て
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
法
的
婚
姻
制
度
の
廃
止
は
、
上
述
の
野
崎
の
立
場
に
近
い
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ

ァ
イ
ン
マ
ン
お
よ
び
野
崎
は
と
も
に
、
従
来
の
家
族
関
係
を
契
約
に
よ
っ
て
規
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
従
来
の
契
約
の
法
理
に
つ
い
て
再
検

一
〇
五
三
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討
す
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
反
す
る
契
約
は
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性

が
あ
る
。
野
崎
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
契
約
ア
プ
ロ
ー
チ
を
既
存
の
契
約
理
論
と
ど
う
接
合
す
る
か
と
い
う
点
や
、
契
約
の
拘
束
力
の

根
拠
を
意
思
に
求
め
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る）
₄₈
（

。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
も
ま
た
、
同
様
の
課
題
を
指

摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
お
よ
び
野
崎
は
と
も
に
、﹁
契
約
化
﹂
に
は
新
た
な
﹁
制
度
化
﹂
が
含
意
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う）
₄₉
（

。

　

さ
ら
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
契
約
化
の
主
張
は
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
婚
姻
の
契
約
化
に
か
ん
す
る
議
論
の
な
か
で
、
契
約
当
事
者

間
で
の
﹁
力
の
差
﹂
を
問
題
視
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
次
的
依
存
な
ど
の
状
態
に
あ
る
﹁
脆
弱
な
﹂
人
々
は
、
契
約
関
係
に
お
い
て
も
、

弱
い
立
場
に
陥
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
新
た
な
契
約
法
が
、
こ
う
し
た
﹁
力
の
差
﹂
の
も
た
ら
す
不
公
正
を
防
ぐ

規
定
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
契
約
法
を
含
む
社
会
の
諸
制
度
は
、
人
々
の
脆
弱
性
を
軽
減
、
改
善

あ
る
い
は
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
の
第
三
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
れ
ば
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
の
保
障
の
た
め
に
、
国
家
は

積
極
的
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は
、
法
を
通
し
て
制
度
を
作
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
国

家
、
制
度
お
よ
び
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
と
法
を
結
び

付
け
、
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
女
の
法
お
よ
び
国
家
へ
の
態
度
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
あ

る
い
は
社
会
学
に
見
ら
れ
る
態
度
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
独
自
の
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、﹁
脆
弱
性
﹂
の
概
念
は
こ
れ
ま
で
、
責
任
論
、
国
際
人
権
法
の
領
域
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
で
も
、
フ
ァ

一
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イ
ン
マ
ン
の
み
な
ら
ず
、
Ｓ
・
Ｍ
・
オ
ー
キ
ン
（Susan M

oller O
kin

）
）
₅₀
（

や
Ｊ
・
バ
ト
ラ
ー
（Judith B

utler

）
）
₅₁
（

が
脆
弱
性
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る）
₅₂
（

。

　

こ
れ
ら
の
脆
弱
性
概
念
を
用
い
た
議
論
の
共
通
点
は
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
（John R

aw
ls

）
た
ち
の
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
構
想
に
お
い

て
前
提
と
さ
れ
た
自
律
的
な
主
体
に
対
し
て
、
変
更
を
迫
る
点
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
対
す
る
批
判
の
側

面
が
強
く
、
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
う
ち
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
は
特
に
批
判
的
で
あ
る
。
だ
が
彼
女
の
主
張
は
、
ロ
ー
ル
ズ
や

Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
（R

onald D
w

orkin

）
の
よ
う
な
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
、
必
ず
し
も
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
は
、
積
極
的
差
別
是
正
措
置
の
正
当
化
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
に

つ
い
て
は
自
ら
積
極
的
差
別
是
正
措
置
の
正
当
化
を
試
み
る
な
ど
、
単
な
る
機
会
の
平
等
で
は
な
く
、
実
質
的
な
機
会
の
平
等
を
志
向
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る）
₅₃
（

。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
正
面
か
ら
は
検
討
し
て
い
な
い
た
め
、

﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論
と
、
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、﹁
平
等
﹂
派
の
主
張
は
、形
式
的
平
等
で
あ
っ
た
た
め
、

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
﹁
平
等
﹂
派
を
批
判
し
て
き
た
が
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
新
た
な
﹁
平
等
﹂
の
捉
え
方
を
模
索
し
て
い
る
。

た
だ
し
、﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論
は
、
さ
ら
に
今
後
の
展
開
が
見
込
ま
れ
て
お
り）
₅₄
（

、
現
時
点
で
は
議
論
の
不
十
分
な
部
分

―

上
述
の
よ
う
に
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
な
ど―

も
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
は
、
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
議
論
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お

い
て
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
女
は
、
現
実
の
女
性
た
ち
の
生
（life
）
や
現
実
を
法
改
革
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
家
の
Ｋ
・
Ｔ
・
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
（K

atharine T. B
artlett

）
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
女
性
た
ち
の
経
験

に
焦
点
を
合
わ
せ
た
批
判
的
視
点
に
立
ち
、
現
状
（sta

tu
s qu

o

）
に
埋
め
込
ま
れ
た
、
概
念
、
価
値
あ
る
い
は
仮
定
に
疑
問
を
投
げ
か
け

一
〇
五
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フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

て
い
る
。
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
手
法
を
﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
方
法
（fem

inist m
ethod

）﹂
と
呼
ん
で
お
り
、
実
質
的
な

議
論
の
内
容
に
つ
い
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
間
で
異
論
が
あ
ろ
う
と
も
、
こ
う
し
た
方
法
を
用
い
て
、
議
論
を
続
け
て
い
く
こ
と
の
重
要

性
を
説
い
て
い
る）
₅₅
（

。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
の
い
う
﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
方
法
﹂
を
用
い
て
、
ロ
ー
ル
ズ
な
ど
の
現
代
正
義
論
を
批
判
し
て

き
た
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
オ
ー
キ
ン
や
Ｍ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
（M

artha N
ussbaum

）
な
ど
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
る
批
判）
₅₆
（

を
受
け
て
、
離
婚

後
の
財
産
分
与
に
お
い
て
正
義
原
理
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
、
家
族
の
領
域
に
も
、
彼
の
正
義
論
が
適
用
可
能
で
あ
る
と
主
張
し

た
）
₅₇
（

。
し
か
し
、
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
離
婚
法
改
革
は
、
家
族
の
領
域
に
正
義
の
原
理
を
適
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
女
性
た
ち

に
と
っ
て
、
正
義
や
平
等
の
実
現
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

女
性
た
ち
は
、
男
性
た
ち
と
は
異
な
る
意
味
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
の

﹁
差
異
﹂
を
根
拠
と
し
て
、﹁
中
規
模
程
度
の
理
論
﹂
を
掲
げ
、
実
際
の
不
平
等
の
是
正
を
目
指
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の

取
り
組
み
は
、
平
等
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
論
者
た
ち
の
取
り
組
み
と
は
異
な
っ
て
お
り
、﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
方
法
﹂
と
し
て
独
自
の

意
義
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
に
お
い
て
検
討
し
た
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
意
義
は
、
他
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
﹁
差
異
と
平
等
﹂
の
問
題
へ
の
取

り
組
み
と
比
べ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
﹁
お
わ
り
に
﹂
で
触
れ
る
こ

と
に
し
た
い
。

一
〇
五
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に

　

以
上
に
お
い
て
、
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義
を
検
討
し
て
き
た
。

最
後
に
、
本
稿
﹁
は
じ
め
に
﹂
に
お
い
て
言
及
し
た
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
問
題
に
対
す
る
ミ
ノ
ウ
お
よ
び
コ
ー
ネ
ル
の
取
り
組
み
と
、

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
違
い
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ミ
ノ
ウ
お
よ
び
コ
ー
ネ
ル
も
ま
た
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
と
同
様
に
、﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
方
法
﹂
を
用
い
て
﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ
レ
ン

マ
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ミ
ノ
ウ
お
よ
び
コ
ー
ネ
ル
の
議
論
か
ら
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
よ
う
に
、
ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る

人
々
が
負
担
を
強
い
ら
れ
る
不
平
等
な
社
会
構
造
を
変
革
す
る
改
革
立
法
案
は
導
き
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
ミ
ノ
ウ
お

よ
び
コ
ー
ネ
ル
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
裁
判
に
お
け
る
問
題
の
解
決
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
個
人
の
内
面
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
問
題
に
取
り

組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
を
徐
々
に
変
化
さ
せ
て
い
く
戦
略
を
採
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ミ
ノ
ウ
お
よ
び
コ
ー
ネ
ル
に
比
べ
、
大
胆
な
改
革
案
を
提
示
す
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
は
、
現
状
を
打
破
す
る
強
力
な
処
方
箋
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
は
、
わ
が
国
の
議
論
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た）
₅₈
（

。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
フ
ァ
イ
ン
マ

ン
が
強
調
す
る
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
は
生
じ
て
お
り
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
貧
困
に
代
表
さ
れ
る
﹁
貧
困
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
﹂

が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₅₉
（

。
ま
た
、
社
会
の
少
子
高
齢
化
に
と
も
な
い
、
社
会
全
体
に
お
い
て
誰
が
ど
の
よ
う
に
ケ
ア
を
担
う
の
か
と
い
う
課
題

は
、
喫
緊
の
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
様
々
に
議
論
さ
れ
て
い
る）
₆₀
（

。

　

さ
ら
に
、
わ
が
国
の
家
族
法
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
達
成
す
る
た
め
に
、
選
択
的
夫
婦
別
姓
の
採
用
な
ら
び
に
、
女
性
の
再

婚
禁
止
期
間
、
婚
姻
適
年
齢
の
男
女
の
差
異
、
お
よ
び
非
嫡
出
子
差
別
規
定
の
廃
止
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
に
加
え
て
、

現
実
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
し
う
る
改
革
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
を
含
む
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
フ
ェ

一
〇
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論
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お
け
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Ｍ
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Ａ
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フ
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イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
議
論
に
多
く
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う）
₆₁
（

。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
の
第
三
章
第
１
節
に
お
い
て
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
す
る
平
等
論
が
、﹁
差
異
か
平
等
か
﹂
の
ジ

レ
ン
マ
状
況
に
陥
る
こ
と
な
く
現
実
の
差
別
や
不
平
等
を
是
正
す
る
企
て
と
し
て
理
解
で
き
る
、
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
彼
女
の
平
等
論

に
は
不
明
確
な
部
分
が
残
っ
て
い
る
。﹁
脆
弱
性
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
年
様
々
な
領
域
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
途
中
に
あ
り
、
そ
れ

ら
は
、﹁
平
等
﹂
や
﹁
自
由
﹂
と
い
っ
た
規
範
に
つ
い
て
の
理
解
に
根
本
的
な
変
容
を
迫
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
議
論
と
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
、
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
（fem

inist legal theory

）
の
他
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
学
（fem

inism
 jurisprudence

）
な
ど
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）  C

f. P
atricia S

m
ith

, “F
ou

r T
h

em
es in

 F
em

in
ist L

egal T
h

eory: D
ifferen

ce, D
om

in
an

ce, D
om

esticity, an
d

 D
en

ial”, M
. P. G

old
in

g an
d

 W
. A

. 

E
dm

undson （eds.

）, T
h

e B
la

ckw
ell G

u
id

e to th
e P

h
ilosop

h
y of L

a
w

 a
n

d
 L

ega
l T

h
eory （B

lackw
ell, 2005

）.

（
3
）　

拙
稿
﹁
差
異
と
平
等―

マ
ー
サ
・
ミ
ノ
ウ
の
理
論
を
手
が
か
り
に
﹂﹃
同
志
社
法
学
﹄
第
五
六
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年；

﹁
関
係
的
権
利
に
よ
る
家
族
関
係
の
再
構
成

―

マ
ー
サ
・
ミ
ノ
ウ
の
議
論
を
中
心
に
﹂﹃
同
志
社
法
学
﹄
第
五
七
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年；

﹁﹃
差
異
﹄
と
﹃
平
等
﹄
の
ジ
レ
ン
マ
に
対
す
る
平
等
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―

Ｄ
・
コ
ー
ネ
ル
の
理
論
を
手
が
か
り
に
﹂﹃
同
志
社
法
学
﹄
第
六
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年；

﹁﹃
差
異
﹄
と
﹃
平
等
﹄
の
ジ
レ
ン
マ―

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
日
本
法
哲
学
会
編
﹃
法
と
経
済―

制
度
と
思
考
方
法
を
め
ぐ
る
対
話
（
法
哲
学
年
報
二
〇
〇
八
）﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
4
）　C

f. M
artha M

inow
, M

a
kin

g A
ll th

e D
ifferen

ce: In
clu

sion
, E

x
clu

sion
, a

n
d

 A
m

erica
n

 L
a

w
 （C

ornell U
niversity P

ress, 1990

）. 

ミ
ノ
ウ
の
関
係
的
権

利
論
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
大
江
洋
﹃
関
係
的
権
利
論―

子
ど
も
の
権
利
か
ら
権
利
の
再
構
成
へ
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）；

野
崎
亜
紀
子
﹁
法
は
人
の
生life

を
如

何
に
把
握
す
べ
き
か―

M
artha M

inow

の
関
係
性
の
権
利
論
を
手
が
か
り
と
し
て
（
一
）－

（
四
・
完
）﹂﹃
千
葉
大
学
法
学
論
集
﹄
第
二
一
巻
第
一
号－

第
四
号
、
二
〇

〇
六－

二
〇
〇
七
年
。

（
5
）　C

f. D
rucilla C

ornell, Im
a

gin
a

ry D
om

a
in

: A
bortion

, P
orn

ogra
p

h
y &

 S
ex

u
a

l H
a

rra
sm

en
t （R

outledge, 1995

）. 

仲
正
昌
樹
監
訳
﹃
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
な
領

域―

中
絶
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
﹄（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）；

A
t th

e H
ea

rt of F
reed

om
: F

em
in

ism
, S

ex
, &

 

一
〇
五
八



（　
　
　
　

）

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

五
八
三

E
qu

a
lity 

（P
rinceton U

niversity P
ress

）, 1998. 

仲
正
昌
樹
ほ
か
訳
﹃
自
由
の
ハ
ー
ト
で
﹄（
情
況
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）。
コ
ー
ネ
ル
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
仲

正
昌
樹
﹃
法
の
共
同
体―

ポ
ス
ト
・
カ
ン
ト
主
義
的
﹁
自
由
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹄（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
第
四
章；

﹃
自
己
再
想
像
の
︿
法
﹀―

生
権
力
と
自
己

決
定
の
狭
間
で
﹄（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
6
）　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
家
族
法
改
革
案
を
、
家
族
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
す
る
有
効
な
処
方
箋
と
み
な
す
見
解
と
し
て
、
参
照
、
上
野
千
鶴
子
﹁
解
説　

家
族
、
積
み
す
ぎ
た
方
舟
﹂

Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
著
、
上
野
千
鶴
子
監
訳
﹃
家
族
、
積
み
す
ぎ
た
方
舟―

ポ
ス
ト
平
等
主
義
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
﹄（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）；

牟
田
和
恵
﹁
ジ

ェ
ン
ダ
ー
家
族
と
生
・
性
・
生
殖
の
自
由
﹂
岡
野
八
代
編
﹃
家
族―

新
し
い
﹁
親
密
圏
﹂
を
求
め
て
（
自
由
へ
の
問
い
７
）﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
7
）  C

f. M
arth

a A
lbertson

 F
in

em
an

, T
h

e Illu
sion

 of E
qu

a
lity

: T
h

e R
h

etoric a
n

d
 R

ea
lity

 of D
ivorce R

eform
 

（T
h

e U
n

iversity of C
h

icago P
ress, 

1991

）. 

以
下
で
は
、
本
文
中
にIE

と
略
記
し
、
対
応
す
る
頁
数
を
示
す
。

（
8
）　C

f. M
. A

. F
inem

an, T
h

e N
eu

tered
 M

oth
er: T

h
e S

ex
u

a
l F

a
m

ily a
n

d
 O

th
er Tw

en
tieth

 C
en

tu
ry Tra

ged
ies （R

outledge, 1995

）. 

上
野
千
鶴
子
監
訳

﹃
家
族
、
積
み
す
ぎ
た
方
舟―
ポ
ス
ト
平
等
主
義
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
﹄（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。
以
下
で
は
、
本
文
中
にN

M

と
略
記
し
、
対
応
す
る
原
著
と

訳
書
の
頁
数
を
示
す
。

（
9
）　C

f. M
. A

. F
inem

an, T
h

e A
u

ton
om

y M
yth

: A
 T

h
eory of D

ep
en

d
en

cy （T
he N

ew
 P

ress, 2004

）. 

穐
田
信
子
・
速
水
葉
子
訳
﹃
ケ
ア
の
絆―

自
律
神
話
を
超

え
て
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。
以
下
で
は
、
本
文
中
にA

M

と
略
記
し
、
対
応
す
る
原
著
と
訳
書
の
頁
数
を
示
す
。

（
10
）　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る
関
係
に
保
障
さ
れ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
、
憲
法
上
の
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
概
念
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
す
る
。

（
11
）  C

f. M
. A

. F
inem

an,“T
he V

ulnerable Subject: A
nchoring E

quality in the H
um

an C
ondition”, Ya

le Jou
rn

a
l of L

a
w

 a
n

d
 F

em
in

ism
, vol. 20, no. 1 

（2008

）, p. 1. 

ほ
か
に
、フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
﹁
脆
弱
な
主
体
﹂
を
前
提
と
し
た
平
等
論
に
つ
い
て
参
照
し
た
論
文
は
主
と
し
て
次
の
も
の
で
あ
る
。C

f. M
. A

. F
inem

an, “T
he 

V
ulnerable Subject and the R

esponsive State”, E
m

ory L
a

w
 Jou

rn
a

l, vol. 60, no. 2 （2010

）; “E
quality: Still Illusive A

fter A
ll T

hese Years”, L
inda C

. 

M
cC

lain and Joanna L
. G

rossm
an （eds.

）, G
en

d
er E

qu
a

lity: D
im

en
sion

s of W
om

en
’s E

qu
a

l C
itizen

sh
ip

 （C
am

bridge U
niversity P

ress, 2009

）.

（
12
）　C

f. M
. A

, F
inem

an, “T
he V

ulnerable Subject”, su
p

ra
 note 11, pp. 1-2 ; “T

he V
ulnerable Subject and the R

esponsive State”, su
p

ra
 note 11, p. 266.

（
13
）　C

f. M
. A

, F
inem

an, “T
he V

ulnerable Subject”, su
p

ra
 note 11, p. 9.

（
14
）　C

f ibid
., pp. 1-4.

（
15
）　C

f. M
. A

, F
inem

an, “T
he V

ulnerable Subject and the R
esponsive State”, su

p
ra

 note 11, p. 251.

（
16
）　C

f. M
. A

. F
inem

an, “E
quality”, su

p
ra

 note 11, p. 257.

一
〇
五
九



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

五
八
四

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

（
17
）　C

f. M
. A

, F
inem

an, “T
he V

ulnerable Subject”, su
p

ra
 note 11, p. 2.

（
18
）　C

f. ibid
., p. 13.

（
19
）　C

f. ibid
., p. 6.

（
20
）　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
リ
ム
リ
ッ
ク
大
学
（U

niversity of L
im

erick

）
の
教
授
を
務
め
る
。
著
書
﹃
脆
弱
性
と
暴
力
（V

u
ln

era
bility a

n
d

 V
iolen

ce

）﹄
に
お
い
て
、
主

に
国
際
関
係
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
脆
弱
性
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。C

f. P
eadar K

irby, V
u

ln
era

bility a
n

d
 V

iolen
ce: T

h
e Im

p
a

ct of 

G
loba

lisa
tion

 （P
luto P

ress, 2006

）.

（
21
）　C

f. M
. A

, F
inem

an, “T
he V

ulnerable Subject”, su
p

ra
 note 11, p. 13.

（
22
）　C

f. ibid
., pp. 19-20.

（
23
）　C

f. M
. A

. F
inem

an, “E
quality”, su

p
ra

 note 11, pp. 261-262; A
M

, p. 216. 

邦
訳
、
二
七
二－

二
七
三
頁
。

（
24
）　C

f. M
artha M

inow
, “Introduction: F

inding O
ur P

radoxes, A
ffirm

ing O
ur B

eyond”, H
a

rva
rd

 C
ivil R

igh
ts-C

ivil L
iberties L

a
w

 R
eview

, vol. 24, no. 

1 （1989

）, p. 3. 

本
文
以
下
の
記
述
は
、ミ
ノ
ウ
の
見
解
に
依
拠
す
る
。 

同
様
に
、フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
の
発
展
段
階
を
三
つ
に
分
け
る
見
解
は
、他
の
論
者
に
も
見
ら
れ
る
。

C
f. A

delaide H
. V

illm
oare, “F

em
inist Jurisprudence and P

olitical V
ision”, L

a
w

 a
n

d
 S

ocia
l In

qu
iry, vol. 24, no. 2 （1999

）, pp. 444-445.

（
25
）　

た
と
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
男
女
役
割
分
担
を
前
提
と
し
た
諸
法
律
に
つ
い
て
、
憲
法
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
参
照
、
釜

田
泰
介
﹁
性
に
よ
る
区
分
と
法
の
平
等
保
護―

ア
メ
リ
カ
最
高
裁
判
所1971

～1980

﹂﹃
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
﹄
第
一
七
号
、
一
九
八
一
年
。

（
26
）　C

f. N
ancy L

evit and R
obert R

. M
. V

erchick, F
em

in
ist L

ega
l T

h
eory: A

 p
rim

er （N
ew

 York U
niversity P

ress, 2006

）, p.16.

（
27
）　

こ
れ
ら
の
有
責
主
義
か
ら
無
責
主
義
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
と
し
て
参
照
、
棚
村
政
行
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

離
婚
給
付
法
の
展
開
﹂﹃
青
山
法
学
論
集
﹄
第
二
九
巻
第
一
号
、
一
九
八
二
年；

村
井
衡
平
﹁
ア
メ
リ
カ
諸
州
離
婚
法
の
近
況
㈠－

㈡
﹂﹃
神
戸
学
院
法
学
﹄
第
一
一
巻
第
四
号
、

一
九
八
〇
年；

小
野
幸
二
﹁
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
離
婚
法
改
革
の
新
展
開―

無
責
（
積
極
的
破
綻
主
義
）
離
婚
法
の
将
来
（
一
）﹂﹃
日
本
法
学
﹄
第
五
八
巻
第
四
号
、

一
九
九
二
年；

成
澤
寛
﹁
有
責
主
義
離
婚
法
の
虚
実
﹂﹃
ア
メ
リ
カ
法
﹄
二
〇
〇
一
年
二
号
、
二
〇
〇
一
年
。

（
28
）  C

f. L
en

ore J. W
eizm

an
, T

h
e D

ivorce R
evolu

tion
: T

h
e U

n
ex

p
ected

 S
ocia

l a
n

d
 E

con
om

ic C
on

sequ
en

ces for W
om

en
 a

n
d

 C
h

ild
ren

 in
 

A
m

erica
 （T

he F
ree P

ress, 1985

）, p. 40. 

本
書
の
紹
介
と
し
て
、
参
照
、
許
末
恵
﹃
ア
メ
リ
カ
法
﹄
一
九
八
七
年
二
号
、
一
九
八
七
年
。
離
婚
法
改
革
に
つ
い
て
は
、
他

にC
f. H

erm
a H

ill K
ay, “E

quality and D
ifference: A

 P
erspective on N

o- F
ault D

ivorce and Its A
fterm

ath”, U
n

iversity of C
in

cin
n

a
ti L

a
w

 R
eview

, 

vol. 56, no. 1 （1987

）.

一
〇
六
〇



（　
　
　
　

）

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

五
八
五

（
29
）　C

f. L
. J. W

eizm
an, T

h
e D

ivorce R
evolu

tion
, su

p
ra

 note 28, pp. 31-33.
（
30
）　C

f. ibid
.

（
31
）　C

f. R
ichard R

. P
eterson, “A

 R
e-E

valuation of the E
conom

ic C
onsequences of D

ivorce”, A
m

erica
n

 S
ociologica

l R
eview

, vol. 61, no. 3 （1996

）, p. 

534.

（
32
）　C

f. C
hristian L

ittleton, “R
econstructing Sexual E

quality”,  C
a

liforn
ia

 L
a

w
 R

eview
, vol. 75, no.4 （1987

）.

（
33
）  C

f. K
en

n
eth

 A
. B

am
berger, “B

ook R
eview

: T
h

e N
eu

tered
 M

oth
er, th

e S
exu

al F
am

ily, an
d

 O
th

er Tw
en

tieth
 C

en
tu

ry T
raged

ies. B
y M

arth
a 

A
lbertson F

inem
an”, H

a
rva

rd
 W

om
en

’s L
a

w
 Jou

rn
a

l, vol. 19, spring （1996

）, p. 321.

（
34
）　

上
野
千
鶴
子
﹁
解
説　

家
族
、
積
み
す
ぎ
た
方
舟
﹂
前
掲
注
（
６
）、
二
九
二－

二
九
三
頁
。

（
35
）　

岡
野
八
代
﹁
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
困
難
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
﹂
江
原
由
美
子
編
﹃
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）、
六
頁
。

（
36
）  C

f. C
ath

arin
e A

. M
acK

in
n

on
, Tow

a
rd

 a
 F

em
in

ist T
h

eory
 of th

e S
ta

te 

（H
arvard

 U
n

iversity P
ress, 1989

）; F
em

in
ism

 U
n

m
od

ifi
ed

 

（H
arvard 

U
niversity P

ress, 1986

）. 

奥
田
暁
子
他
訳
﹃
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
表
現
の
自
由
﹄（
明
石
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

（
37
）　C

f. D
. K

elly W
eisberg （ed.

）, F
em

in
ist L

ega
l T

h
eory: F

ou
n

d
a

tion
s （Tem

ple U
niversity P

ress, 1993

）, p. 335.

（
38
）　C

f. P
atricia A

. C
ain, “F

em
inism

 and T
he L

im
its of E

quality”, G
eorgia

 L
a

w
 R

eview
, vol. 24, no. 4 （1990

）.

（
39
）　D

. C
ornell, A

t th
e H

ea
rt of F

reed
om

: F
em

in
ism

, S
ex

, &
 E

qu
a

lity （P
rinceton U

niversity P
ress, 1998

）, p. 116. 

仲
正
昌
樹
ほ
か
訳﹃
自
由
の
ハ
ー
ト
で
﹄

（
情
況
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
二
〇
六
頁
。

（
40
）　C

f. ibid
., p. 115, 

邦
訳
、
二
〇
四－

二
〇
五
頁
。

（
41
）　C

f. M
. M

. Slaughter “B
ook R

eview
: F

antasies: Single M
other and W

elfare R
em

orm
”, C

olu
m

bia
 L

a
w

 R
eview

, vol. 95, no. 8

（1995

）, p. 2189.

（
42
）　C

f. K
atharine T. B

artlett, “C
racking F

oundations as F
em

inist M
ethod”, A

m
erica

n
 U

n
iversity Jou

rn
a

l of G
en

d
er, S

ocia
l P

olicy &
 th

e L
a

w
, vol. 

8, spring

（2000

）, pp. 44-45.

（
43
）　

参
照
、
エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
イ
﹁︿
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
﹀
社
会
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
ケ
ア
の
倫
理―

未
知
の
可
能
性
に
心
を
閉
ざ
す
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
Ｅ
・

Ｖ
・
キ
テ
イ
著
、
岡
野
八
代
・
牟
田
和
恵
訳
﹃
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
は
じ
め
る
正
義
論―
支
え
あ
う
平
等
﹄（
白
澤
社
、
二
〇
一
一
年
）、
八
八－

九
三
頁
。

（
44
）　

参
照
、
野
崎
綾
子
﹃
正
義
・
家
族
・
法
の
構
造
変
換―

リ
ベ
ラ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
再
定
位
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
45
）　

参
照
、
安
念
潤
司
﹁﹃
人
間
の
尊
厳
﹄
と
家
族
の
在
り
方―

﹃
契
約
的
家
族
観
﹄
再
論
﹂﹃
ジ
ュ
リ
ス
ト
﹄
第
一
二
二
二
号
、
二
〇
〇
二
年
。

一
〇
六
一



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

五
八
六

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

（
46
）　

参
照
、
野
崎
綾
子
﹃
正
義
・
家
族
・
法
の
構
造
変
換
﹄
前
掲
注
（
44
）、
一
四
一
頁
。

（
47
）　

参
照
、
二
宮
周
平
﹁
家
族
の
個
人
主
義
化
と
法
理
論―

家
族
法
理
論
の
再
検
討
﹂﹃
法
律
時
報
﹄
第
七
四
巻
第
九
号
、
二
〇
〇
二
年
。

（
48
）　

参
照
、
野
崎
綾
子
﹃
正
義
・
家
族
・
法
の
構
造
変
換
﹄
前
掲
注
（
44
）、
一
四
九
頁－

一
五
〇
頁
の
注
（
59
）
お
よ
び
（
64
）。

（
49
）　

大
村
敦
志
は
、
家
族
関
係
（
婚
姻
関
係
）
を
﹁
契
約
化
﹂
す
る
と
は
﹁
制
度
化
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
参
照
、
大
村
敦
志
﹁﹃
家
族
法
に
お
け
る

契
約
化
﹄
を
め
ぐ
る
一
考
察―

社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
契
約
類
型
と
し
て
の
婚
姻
﹂
辻
村
み
よ
子
監
修
、
水
野
紀
子
編
﹃
家
族―

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
自
由
と
法
（
ジ
ェ
ン
ダ

ー
法
・
政
策
研
究
叢
書
第
六
巻
）﹄（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
50
）　C

f. Susan M
oller O

kin, Ju
stice, G

en
d

er a
n

d
 th

e F
a

m
ily （B

asic B
ooks, 1989

）, pp. 180-186.

（
51
）　C

f. Judith B
utler, P

reca
riou

s L
ife: T

h
e P

ow
ers of M

ou
rn

in
g a

n
d

 V
iolen

ce （V
erso, 2004

）, ch. 2. 

本
橋
哲
也
訳
﹃
生
の
あ
や
う
さ―

哀
悼
と
暴
力
の
政

治
学
﹄（
以
文
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
第
二
章
。
な
お
本
書
に
お
い
て
、vulnerability

は
、﹁
傷
つ
き
や
す
さ
﹂
あ
る
い
は
﹁
可
傷
性
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）　

わ
が
国
で
は
、岡
野
八
代
が
﹁
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
﹂
を
提
唱
し
て
い
る
。
参
照
、岡
野
八
代
﹃
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
政
治
学―

国
民
・
国
家
主
義
批
判
︹
増

補
版
︺﹄（
白
澤
社
、
二
〇
〇
九
年
）；

﹃
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学―

ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
﹄（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。

（
53
）　

現
代
の
様
々
な
平
等
論
は
、﹁
形
式
的
な
機
会
の
平
等
論
﹂、﹁
実
質
的
な
機
会
の
平
等
論
﹂
お
よ
び
﹁
福
利
の
平
等
論
﹂
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
と
い
う
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

参
照
、
平
野
仁
彦
・
亀
本
洋
・
服
部
高
宏
﹃
法
哲
学
﹄（
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
六
〇－

一
六
四
頁
。

（
54
）　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
現
在
、
エ
モ
リ
ー
大
学
に
お
い
て
﹁
脆
弱
性
と
人
間
の
条
件
（V

ulnerability and T
he H

um
an C

ondition

）
と
題
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
を
務
め
て
お
り
、﹃
脆
弱
な
主
体
（T

h
e V

u
ln

era
ble S

u
bject

）﹄
を
近
く
刊
行
予
定
で
あ
る
。

（
55
）　C

f. K
. T. B

artlett, “C
racking F

oundations as F
em

inist M
ethod”, su

p
ra

 note 42; “F
em

inist L
egal M

ethods”, H
a

rva
rd

 L
a

w
 R

eview
, vol. 103. no. 8 

（1990

）.

（
56
）　C

f. S. M
. O

kin, Ju
stice, G

en
d

er a
n

d
 T

h
e F

a
m

ily, su
p

ra
 note 50, p. 94 ; M

artha C
. N

ussbaum
, “R

aw
ls and F

em
inism

”, Sam
uel F

reem
an （ed.

）, 

T
h

e C
a

m
brid

ge C
om

p
a

n
ion

 to R
a

w
ls （C

am
bridge U

niversity P
ress, 2003

）, p. 500.

（
57
）　C

f. John R
aw

ls, Ju
stice a

s F
a

irn
ess: A

 R
esta

tem
en

t （H
arvard U

niversity P
ress, 2001

）, pp. 162-168. 

田
中
成
明
・
亀
本
洋
・
平
井
亮
輔
訳
﹃
公
正
と
し
て

の
正
義　

再
説
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
二
八
五－

二
九
三
頁
。

（
58
）　

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
家
族
モ
デ
ル
の
よ
う
に
、ケ
ア
す
る
／
さ
れ
る
人
々
を
家
族
関
係
の
中
核
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
立
場
は
、﹁
ケ
ア
の
絆
﹂
派
と
呼
ば
れ
て
い
る
。﹁
ケ

ア
の
絆
﹂
派
の
議
論
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
注
（
5
）
の
ほ
か
に
、
参
照
、
上
野
千
鶴
子
﹁
家
族
の
臨
界―

ケ
ア
の
分
配
公
正
を
め
ぐ
っ
て
﹂
牟
田
和
恵
編
﹃
家
族
を

一
〇
六
二



（　
　
　
　

）

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
法
理
論
に
お
け
る
Ｍ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
の
位
置
づ
け

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

五
八
七

超
え
る
社
会
学
﹄（
新
曜
社
、
二
〇
〇
九
年
）。﹁
ケ
ア
の
絆
﹂
派
と
い
う
表
現
は
、
田
村
哲
樹
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
田
村
は
、﹁
ケ
ア
の
絆
﹂
派
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し

て
い
る
。
参
照
、
田
村
哲
樹
﹁
労
働
／
ケ
ア
の
再
編
と
﹃
政
治
﹄
の
位
置
﹂
仁
科
典
宏
・
山
下
順
子
編
﹃
ケ
ア
・
協
働
・
ア
ン
ペ
イ
ド
ワ
ー
ク
（
労
働
再
審
５
）﹄（
大
月
書
店
、

二
〇
一
一
年
）。

（
59
）　

参
照
、
室
住
眞
麻
子
﹃
日
本
の
貧
困―

家
計
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
の
考
察 

﹄（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
60
）　

例
え
ば
、
参
照
、
上
野
千
鶴
子
﹃
ケ
ア
の
社
会
学―

当
事
者
主
権
の
福
祉
社
会
へ
﹄（
太
田
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
池
田
弘
乃
﹁
ケ
ア
（
資
源
）
の
分
配―

ケ
ア
を
﹁
は

か
る
﹂
と
い
う
こ
と
﹂
齊
藤
純
一
編
﹃
支
え
る―

連
帯
と
再
分
配
の
政
治
学
（︿
政
治
の
発
見
﹀
第
三
巻
）﹄（
風
行
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
61
）　

Ｆ
・
オ
ル
セ
ン
（F

rances O
lsen

）
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
な
家
族
法
改
革
の
限
界
に
つ
い
て
論
じ
、
日
本
に
お
け
る
家
族

法
改
革
が
さ
ら
に
進
ん
だ
も
の
と
な
る
こ
と
へ
の
期
待
を
示
し
て
い
る
。
参
照
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
オ
ル
セ
ン
著
、
寺
尾
美
子
編
訳
﹃
法
の
性
別―

近
代
法
の
公
私
二
元
論
を

超
え
て
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
第
三
講
。

︻
付
記
︼
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
〇
六
三




